第７回　岩手県環境審議会住宅宿泊事業特別部会　会議録［要旨］

１　開催日時
令和８年１月22日（木）10：30～11：30

２　開催場所
岩手県民会館　第３会議室（盛岡市内丸13-１）
　　
３　出席者
【委員（敬称略、50音順）】
塚　本　善　弘（特別部会長）
【専門委員（敬称略、50音順）】
及　川　武　芳
岩　田　智

　　【事務局（岩手県環境生活部県民くらしの安全課）】
生活衛生担当課長　　成　田　雄　氣
主任主査　　　　　　佐々木　初　美
主事　　　　　　　　小野寺　智　己

４　議　題
⑴　住宅宿泊事業法施行条例の施行状況等について
〇　塚本特別部会長
最初に議事の『（１）住宅宿泊事業法施行条例の施行状況等について』事務局から、説明をお願いします。

（事務局：資料１～４により説明）

〇　塚本特別部会長
それでは事前配布資料並びに本日配布資料に基づく説明内容について、ご質問・ご意見があればお願いします。

〇岩田委員
4（1）の②ですね。民泊制度運営システム、定期報告を負担に感じている事業者がいくつかあるということですが、定期報告とは大変なものなんですか。

〇事務局
単純な入力作業なので、多くの事業者にとっては問題ないんですけども、高齢の方で民泊の方やっていらっしゃる方もいらっしゃいまして、パソコンとかシステムに詳しくないっていう方に関しては振興局の職員の方で、代行してシステムに入力させていただくっていうような対応はしておりますが、やはりシステムになれないという部分で、負担に感じている事業者があるという状況になっております。

〇岩田委員　
これ多分ケアレスミスかなと思うんですけど。市町村別の届出及び制限解除についての地図の右側の一覧表なんですけど、９となってるんですが、足してくと12になるので、これは間違いですよね。

〇事務局
申し訳ございません。12が正しい数字となります。

〇岩田委員　
他県の状況において東北地方の他の県の話があるんですけど、その下の方から次のページの上の４番、業界が抱えているような、現状課題とかについても大体各地方同じような感じの声が出ている程度だと考えてよろしいでしょうか。

〇事務局　
条例を制定している山形と福島についてはこういった部会があるかも含めて状況を確認してみたのですけども、特に専門部会をそもそも持っていなくて、室課内で課題解決している状況とのことでした。

〇塚本委員　
制限解除の認定を受けていない残りの事業者さんについては、制限の中で上限いっぱいまで営業はされてるような感じなんですかね。

〇事務局　
制限解除受けてないところについては、制限に基づき60日まで営業しているところもあったりします。制限制度についての苦情等は特に寄せられていないので、事業者においても、現状その制限で問題ないと考えていると捉えております。

〇塚本委員
（1）の方に係る事項の③のところ、違法民泊が確認されていないというところなんですけど、届出に至っていないケースの中でも、違法民泊は確認されていないということでよろしいんでしょうか。

〇事務局
振興局で把握してる分には確認されておりません。ただし、相談もなく未届で勝手にやるケースも想定されるわけですが、そういった場合はやはり同業者や関係者からまず情報がきます。そういった情報は今のところ来ていないということもあって、違法民泊は確認されていないというところです。

〇岩田委員
関連の質問でよろしいですか。この相談件数でどれぐらいあるんですか。

〇事務局　
相談件数までは把握はしていないのですが、振興局の方に相談が複数件あって、消防法令とかいろいろ法律の確認があり、結果届出まで至ってないっていう事案も何件かあると伺っております。

〇事務局　
保健所の現場経験上からお話しさせていただくと、やはり相談にいらっしゃる方はそれなりに考えてから来所される傾向が多く、大体は相談イコール届出に繋がってる傾向が多いです。実際話を聞いてみて、ちょっと手続きとか大変そうだなということで、やめられる方もいらっしゃいますけれど、どちらかといえば少数の印象です。

〇塚本委員
その他にご意見ご質問等あればお願いします。

〇岩田委員
営業するに当たり費用とか申請料とかかかるんでしょうか。

〇事務局　
届出になりますので、特に費用等はかかりません。
旅館業の場合は、許可になるので、許可申請の手数料がかかるんですけれども、民泊は届出制度でございまして、その面で少し差があります。旅館業であれば、実施制限とかはないのですが、やはり厳しい基準がかかってきますので、そういった基準を守った施設でないとなかなか営業できないっていうこともあり、民泊の方を選ばれる方もいらっしゃいます。

〇岩田委員
立入検査はどれくらい定期的にやっているんでしょうか。

〇事務局
ここ３年の平均値ですと、やはり地域によってばらつきがあるのですが、県央区域、いわゆる盛岡を中心とする県央ブロックですと、年間平均大体11件の立入検査をしております。

〇塚本委員　
一事業者さんあたり、６年に１回ぐらいかというふうな感じなのか、それともある程度何か問題がありそうなところに行っているのですか。

〇事務局
問題がありそうなところを優先して立ち入るという形としています。

〇塚本委員
立入検査を一切やってないような事業者さんもあるのですか。

〇事務局　
定期報告で運営状況とか確認できますが、中には実績がないところもありまして、そういったところは立ち入りをしない場合もあります。

[bookmark: _Hlk221528655](2) 住宅宿泊事業法施行条例に規定する制限区域期間について
〇塚本特別部会長
次に議事の『(2) 住宅宿泊事業法施行条例に規定する制限区域期間について』事務局から、説明をお願いします。

　　（事務局：資料５により説明）

〇塚本特別部会長
それでは配布資料に基づく説明内容について、ご質問・ご意見があればお願いします。

　　〇事務局　
補足ですが、条例に規定する制限区域期間についてですが、利用者数等から令和３年度と比較すると事業は安定的に行われている状況であり、令和３年度の報告書と同様に条例で規定している制限内容の改正に関わるような問題点や事案が現時点で新たに発生していないこと、苦情等は増加しておらず生活環境の悪化というところも認められないことから、当面、現状を維持することが適当であるというのが、事務局意見になります。

〇塚本委員　
ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました内容につきまして、ご意
見ご質問等ありましたらお願いいたします。

〇岩田委員　
制限や期間について、業者からゆるめて欲しいとか改善して欲しいとか、要望はありまし
たか。

〇事務局　
振興局からは期間を長くしてもよいとの意見が一部ありましたけども、やっぱり制限区域
整備期間というのはあくまで例外規定でありまして、生活環境の悪化に繋がりかねないというものもありますし、現状１年という期間で問題も生じておりませんので、このまま継続していく方向でよいのではないかと考えております。
事業者側からのご意見としては、やはり手続きが負担だという意見がありますが、この条例の根幹に関わる考え方でございますので、解除する以上は一定の手続きが必要であろうと考えておりますし、その期間も、従前から広げる理由は特にないのではないかと事務局として考えております。

〇塚本委員　
年間180日までというのをもう少し緩めたいみたいな声が他の県とか、大都市圏
とかからは上がったりしてませんか。

〇事務局　
180日は法律で定められてるものですので、180日超えるような営業したいのであれば旅
館業法の方で申請してくださいと案内をします。

〇塚本委員
ご意見ご質問ないでしょうか。

〇岩田委員　
民泊事業者に対する何か支援とか、そういうのは考えているのかなということなんですけ
ども、観光事業者に対する支援がいろいろありますが、民泊に関しては何かありますか。

〇事務局　
今のところ民泊事業者に限定した支援は当部では考えていないところでございます。ただ　　
し民泊の事業者は中小事業者とかも個人も多く、中小企業の支援は県の全体の課題でござい
ますので、そうした施策の対象になってくると考えております。

〇塚本委員　
事業者のリストみたいなものは、県のホームページとかでパッと一般の人が見つけら
れるような状態になってありますよね。

〇事務局　
３ヶ月に1回更新という形でホームページの方に掲載しております。

〇塚本委員　
これはあくまでもその事業者名だとか住所とか程度であり、事業者の方から、営業施設の　
　　　拡張とかを行ったというような情報は掲載されていないんですね。

〇事務局
はい。そうです。

〇及川委員　
ちょっと議題とは外れるかもしれませんが、最近、岩手県の民泊が令和６〜７年度あたりから一気に増えて、以前は60件くらいだったのが、今は113件ほどになっている。件数が増えた分、苦情も出てきているけれど、その前に県として事業者への指導や支援をもっとしっかりやってほしい、という問題意識があります。
安全面や衛生面の指導がどうなっているのか知りたいし、事業者が増えている今こそ、県として体系的にサポートしてほしいところ。
それから、民泊事業者を組織化することも必要ではないか、という提案です。110件以上あるなら、組合や協議会のような横のつながりを作って、アンケートを取ったり、情報共有したり、研修したりできるようにしたい。グリーンツーリズムのような既存の仕組みも参考になる。さらに、岩手は全国的に見ると民泊の利用者がまだ多くないので、魅力発信の仕方も工夫したい。沿岸部も含めて、地域の魅力をどう伝えるかを考えれば、泊まる側にとっても喜ばれるはず。
こうした支援や組織化の話は、部会の設置目的と異なるので、この部会ではこれまで検討されていなかったと思いますが、今回を機に事務局としてどこかで検討してもらえないでしょうか。

〇事務局　
観光振興の視点からの政策になってくるのかなと考えておりまして、環境生活部としてはどちらかというと規制面を所管することから、いただいたご意見については、商工労働観光部等にも話をさせていただきたいと思います。
事業者への指導の部分というところに関しては、届出があった際に、法令等にのっとってやってくださいっていうところを振興局で説明させていただいております。
また、グリーンツーリズムの協議会で集まる際等には、保健所職員も参加させていただき、衛生面の視点や、旅館業や民泊という制度があるということについて説明する機会を設けておりました。

〇及川委員　
グリーンツーリズムとかなんかは、確かに組織は大きいですし、私もそれに所属はしており、旅館業法に基づき簡易宿所をやってるんですけど、やはり、100数件の民泊が今、岩手県にあるっていうことからすると、組織化をすることで苦情部分の対応や、それも含めてアンケートも簡単に取れるようになるし、この部会ではないと思うのですが何かの機会によろしくお願いします。

〇塚本委員　
他にご意見ご質問等ないでしょうか。とりわけですね、資料５、２ページ目の３、条例に規定する制限区域期間についての、３行目の太字の部分ですね、当面現状維持が適当であるという事務局案について異議とかはないですか。

〇岩田委員　
当面っていう期間がよくわからないので、期間を定めたほうがいいんじゃないかと思うんですけどね。我々の任期は９年の３月31日までであり、そういうのあたりにも関係するんですかね。

〇塚本委員　
次の議題において、民泊部会の今後の取り扱いについても相談させていただこうと思っておりまして、それに関係する話となりますので、（3）の議題について事務局の方からまず説明の方お願いいたします。

(3)民泊部会の廃止について
〇事務局　
こちらについて資料等はございませんが、参考資料の住宅宿泊事業特別部会概要をもとに説明させていただきます。
民泊部会の設立目的である施行後３年における検討という目的についてですが、制限期間について現状維持で問題なく、苦情等も寄せられていないということから、この部会の目的は達成したということで、廃止するのがいいのではないかというのが事務局意見となっております。
また、当面現状維持の、当面の期間の考え方でございますけれども、定期的というよりは、国の動向を見ながら、その都度検討して参りまして、必要な場合には、この部会を別途改めて設置するかどうかも含めて、考えていくという整理としたいと考えております。

〇塚本委員　
今の説明についていかがでしょうか。先日ちょっと打ち合わせさせていただきましたけども、今後、廃止になった場合には県の方で、定期報告とか県のチェックの状況を見ながら問題が生じていないかどうかを確認し、もし大きな問題が生じた場合には再度部会をもう１度設けるとかですね、そんな話なのかなと私は理解したんですけど、それでいいのかというお話ですね。

〇岩田委員　
委員の任期があるので、廃止の時期は任期末とかにして決めたらいいのではと思うんですよ。そのほうがすっきりするんじゃないかと思うんです。

〇事務局　
専門委員と、環境審議会の委員で任期がずれておりまして、環境審議会の委員の方は今年度で任期が切れるような形になっておりまして、その任期を踏まえるとよいタイミングではあります。
もし環境審議会の方で塚本委員が変わってしまいますと、部会長が変更になることあり、今回審議する事項についても、十分議論いただいたかなと思いますので、こういう機会を見て解散すればいいのではないかなというところが事務局の案になっております。

〇岩田委員　
今わかりました。となると解散の日をいつにするかという、基本的には年度末とかいうのが普通じゃないかと思う。

〇事務局　
親会、環境審議会の方にご報告をさせていただく必要がありまして、別途その機会を改めて設けて、そこでご判断という形になると思います。

〇塚本委員　
環境審議会が２月にもありますが、これに報告するには間に合わなくて、次年度６月の新年度１回目の環境審議会において部会廃止について了承していただく感じになると思います。

〇事務局
年度途中という時期になってしまいますけれども、手続き的にはそういった形で、解散する形になります。

〇岩田委員
特に今の意見説明で異論はないんですが、ここでは決められないということですか。

〇事務局
部会の皆様のご意見を踏まえて、それを親会に報告するという形になります。

〇岩田委員
部会では決めることはできないということでわかりました。

〇及川委員　
東北の他県において、こういた部会を持ってないということや、全国の流れを踏まえて、県の方の担当で解散という案としている点もありますので、私は、法令的な部分での会合であれば、事務局案に賛成します。

〇事務局　
本日ご欠席の田村委員と、高田委員にも意見を聞いているのですが、田村委員からは、事務局案で差し支えないというご意見をいただいておりました。
高田委員からは現場の保健所なり振興局職員が適切に監視と苦情対応するのであれば問題ないのではないかというご意見をいただいてるところでございます。

〇塚本委員　
提案ありましたように、保健所等が現場で監視指導していくというところで、その際にはぜひ先ほどあったように、県の観光担当部局とも連携しながら、観光振興とか、利用者の増加とかを図りつつ進める、そういう感じでお願いできればなというのが私からの意見です。

〇塚本委員　
それでは先ほどのご意見等を踏まえまして、まとめとしては、この特別部会自体が親会である県の環境審議会の方で部会の設置が決まって、そのあと立ち上がったというのがありますので、６月にある新年度初回の環境審議会の方で、今回出たような意見も含めて説明をして、特に異論がなければ、この特別部会は廃止という形で、もし大きな問題等が今後起きた場合には、新たな組織を立ち上げるのがよろしいというような意見もお伝えいただければなと考えておりまして、それでよろしいですか。

〇各委員
はい。

　　○塚本特別部会長
　　　　他に、質問・意見等はないでしょうか。
　　　　特にないようでしたら、議題(3)に関する質疑応答を以上で終わりにしたいと思います。
　　　　では次に、５のその他ですけれども、委員の皆様から何かございますでしょうか。
特にないようですので、以上を持ちまして、議事等の進行を終了させていただきたいと思います。それでは、進行を事務局のほうに返したいと思います。

　　○事務局
　　　　本日は様々な貴重なご意見をいただき本当にありがとうございました。
　　　　以上を持ちまして、本日の住宅宿泊事業特別部会の全日程を終了させていただきたいと思
います。本日はありがとうございました。
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